
技能労務職員の給与等の見直しに向けた取組方針

１ 現 状

（１） 技能労務職員の職種別平均給与月額等の状況

区 分 平均年齢 職員数 平均給料月額 平均給与月額
平均給与月額

（国ベース）

野田市全体 53.9 歳 46人 353,487 408,435 385,560

清掃職員 54.0歳 22人 360,300 413,313 393,480

用務員 52.5歳 6人 331,633 358,687 352,680

自動車運転手 51.6歳 9人 343,011 441,212 384,494

その他 56.9 歳 9人 361,878 396,900 389,185

国 50.7 歳 2,553人 286,817 － 328,637

（注）１ 平成30年 4月 1日現在の状況。

２ 「平均給与月額」は、給料月額のほか、扶養手当、地域手当、住居手当、特殊勤務手当など、月ご

とに支払うこととされている全ての諸手当を含んだ額です。

３ 「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等

の手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで計算したものです。

（２） 類似する職種の民間従業員の平均給与月額等の状況

職 種 平均年齢 平均給与月額

廃棄物処理業従業員 45.8歳 293,000円

用務員 55.6歳 207,200円

自家用自動車運転者 62.6歳 202,700円

（注）１ 賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用しています。（平成27～29 年の 3 ヶ年

平均）

２ 「平均給与月額」は、基本給、職務手当、精皆勤手当、通勤手当、家族手当などのほか、超過労働

給与額も含まれる額です。

３ 「廃棄物処理業従事者」と「用務員」については、都道府県別データが公表されていないため全国

平均を使用しています。

４ 本市の技能労務職員と、類似する職種の民間従業員については、年齢、業務内容、雇用形態等にお

いて、完全に一致しているものではありません。



（３） 技能労務職員の職種別、年齢別平均給与月額等の状況

区分
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月 額
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野田市全体 － － 8人 395,630 円 38 人 411,131 円 46 人 408,435 円

清掃職員 － － 3人 396,451 円 19 人 415,974 円 22 人 413,313 円

用務員 － － 1人 327,496 円 5人 364,925 円 6人 358,687 円

自動車運転手 － － 4人 412,048 円 5人 464,542 円 9人 441,212 円

その他 － － － － 9人 396,900 円 9人 396,900 円

（４） 技能労務職員の給与制度

① 給料表

一般職員の行政職給料表（２）を適用

② 昇給基準

一般職員に準じて毎年１月１日に前１年間の勤務成績に応じて、４号給昇給

５５歳に達した日後最初に到来する４月１日以後は、標準の成績では昇給しない。

ただし、当分の間、標準の成績でも５５歳に達した日後最初に到来する４月１日以後は

２号給、５７歳に達した日後最初に到来する４月１日以後は１号給昇給

③ 諸手当

一般職員に準拠

２ 見直しに向けた基本的な考え方

技能労務職員の給与については、同一又は類似の国及び地方公共団体の職員並びに民間事業

の従事者の給与等を考慮し定めることとされていることを踏まえ、 民間と均衡のとれた適正な

水準となるよう、給与等の見直しを検討していきます。

３ 見直しの具体的な取組内容

平成１５年６月から職種に応じた給料表を適用すべきとの考え方から、行政職給料表（ ２）

を導入しました。

また、平成１８年４月から一般職員と同様に給与構造の見直しを行い、平均 4.8％給与水準の

引下げを実施しました。

さらに、平成２５年１月から一般職員に準じて経過措置付きで５５歳超の昇給抑制を実施し

ました。

４ その他

技能労務職員が行う業務について、引き続き業務の見直しを行い、民間委託を積極的に推進

します。



